
○　主文
本件を横浜地方裁判所に差し戻す。
○　事実及び理由
一　控訴人は主文同旨の判決を求め、被控訴人は本件控訴を棄却するとの判決を求
めた。
そして、控訴人の本訴請求は、神奈川県内に住所を有する控訴人が、昭和五八年一
〇月二四日、被控訴人に対して、「神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例」
（昭和五七年一〇月一四日神奈川県条例第四二号。以下「本件条例」という。）四
条の規定に基づいて、訴外株式会社太陽企画事務所が同県逗子市に建築予定であつ
た五階建マンシヨンについての昭和五七年一二月八日付確認申請書添付書類中の各
階平面図、立面図及び断面図（以下「本件図面」という。）の閲覧を請求したとこ
ろ、被控訴人は、同年一一月七日、本件図面が本件条例五条一項一号及び二号所定
の閲覧を拒むことができる公文書に当たるとして本件条例七条一項の規定に基づい
て控訴人の請求を拒否する旨の決定（以下「本件拒否処分」という。）をしたと
し、本件拒否処分には本件条例五条一項一号及び二号の規定の解釈、適用を誤つた
違法があるとして、行政事件訴訟法三条二項所定の処分の取消しの訴えとして本件
拒否処分の取消しを求めるものであつて、以上の事実関係自体については当事者間
に争いがない。
しかるところ、原判決は、控訴人は単に神奈川県内に住所を有する者であるという
地位に基づいて被控訴人に対し本件各図面の閲覧を請求したものであつて、本件各
図面は控訴人の具体的な権利、利益とはなんらの関わりがなく、したがつて、本件
拒否処分によつては控訴人の具体的な権利・利益はなんら影響を受けるものではな
いから、控訴人は本件拒否処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないと
して、本件訴えを却下したものである。
ニ　そこで按ずるに、本件条例は、「県内に住所を有する者、県内に勤務する者、
県内に在学する者、県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体その他県の
行政に利害関係を有するもの」（四条）は、知事、議会、公営企業管理者その他の
いわゆる実施機関に対し、「実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作
成し又は取得した文書及び図画であつて、当該実施機関において管理しているも
の」（三条一項。以下「公文書」という。）の閲覧及び写しの交付（以下「閲覧
等」という。）を請求することができるものと定めて、右所掲の者は、当該公文書
が自己の具体的な権利、利益と関係があるか否かを問わず、広く公文書の閲覧等を
請求し得るものとし、また、公文書の閲覧等の請求に対して実施機関がした諾否の
決定（七条）について不服のある者は行政不服審査法に基づく不服申立てをするこ
とができることを当然の前提として、同法による不服申立てがあつた場合には、実
施機関は、神奈川県公文書公開審査会の議を経て当該不服申立てについての決定を
行わなければならない（一一条一項）ものとするなど同法に対する特則を定めてい
る。
本件条例のこのような仕組み、とりわけ本件条例が公文書の閲覧等の請求に対して
実施機関がした諾否の決定について不服のある者は行政不服審査法に基づく不服申
立てをすることができることを当然の前提としていることに鑑みると、本件条例
は、県内に住所を有する者、県内に勤務する者、県内に在学する者及び県内に事務
所又は事業所を有する法人その他の団体は当然に県の行政に利害関係を有する者と
みなして、これらの者を県の行政に利害関係を有する者の例示として掲げ、かつ、
県の行政に利害関係を有する者は広く公文書の閲覧等をすることにつき一般的に利
益を有するものとのひとつの擬制に立つたうえで、この利益を保護するため、これ
らの者に対して個別的、具体的権利として公文書の閲覧等を請求し得る権利を付与
しているものと解するほかない。そうとすれば、公文書の閲覧等の請求に対して実
施機関がする諾否の決定は、公権力の行使に当たる行為（行政事件訴訟法三条二
項、行政不服審査法一条参照）としていわゆる行政処分性を有し、右決定によつて
公文書の閲覧等を請求する権利を違法に侵害されたとする者は、それだけで右決定
の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するのであつて、行政事件訴訟法三条二
項所定の処分の取消しの訴えを提起することができるものというべきであり、当該
公文書がその閲覧等を求めた者の具体的な権利、利益となんらの関わりがないから
といつて、その者が右決定の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないものと
することはできない。
本件条例は、「地方自治の本旨に即した県政を推進する上において公文書の公開が
重要であることにかんがみ、公文書の閲覧等を求める権利を明らかにするとともに



公文書の閲覧等に関して必要な事項を定めることにより、一層公正で開かれた県政
の実現を図り、もつて県政に対する県民の理解を深め、県民と県との信頼関係を一
層増進することを目的とする。」（一条）というのであるから、その制度目的は、
住民に固有の具体的な権利、利益を保護するというよりは、県政の適正な運営を図
るという一般的利益の実現にあり、そうとすれば、いわば神奈川県の一機関として
の県民等に対し公文書の閲覧等を求め得る権能ないし権限を与えるにとどめ、それ
をめぐる争訟制度も、違法な公権力の行使によつて権利、利益を侵害された者に対
する救済方法としての行政不服審査法所定の不服申立て及び行政事件訴訟法三条所
定の抗告訴訟によるものとするよりは、同法六条所定の機関訴訟又は同法五条所定
の民衆訴訟のひとつとして法律の定めるところに俟つこととするのがより制度の趣
旨に適合すると解されるところではあるが、それはもとより立法の当否の問題に過
ぎないのであつて、県民等に対して個別的、具体的権利として公文書の閲覧等を請
求し得る権利を付与することを通じて右のような目的を達成することとし、それを
めぐる争訟についても行政不服審査法所定の不服申立て及び行政事件訴訟法三条所
定の抗告訴訟によるものとすることがおよそ不可能という訳のものではない。
三　以上のとおりであつて、控訴人は、本件拒否処分の取消しを求めるにつき法律
上の利益を有する者ということができ、控訴人の本件訴えを不適法とすべき理由を
見い出すことはできないから、これと異なる見解に立つて本件訴えを却下した原判
決を取り消し、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八八条の規定を適用して本件を
横浜地方裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
（裁判官　西山俊彦　越山安久　村上敬一）
(原裁判等の表示)
○　主文
一　本件訴えを却下する。
二　訴訟費用は原告の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告が昭和五八年一一月七日付けでした、原告の同年一〇月二四日村け公文書
の閲覧請求に対する閲覧拒否処分を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
二　請求の趣旨に対する答弁
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
第二　当事者の主張
一　請求の原因
１　処分の存在
原告は被告に対し、昭和五八年四月一日付で「神奈川県の機関の公文書の公開に関
する条例」（以下「本件条例」という。）に基づき、逗子市の海岸付近に建築予定
の五階建てマンシヨン（以下「本件マンシヨン」という。
）の建築確認申請書及び添付書類のすべての公開を求めたところ、被告は、同月一
四日付けで、建築確認申請書、付近見取図、配置図及び日影図等については公開し
たが、平面図、立面図及び断面図等は公開を拒否した。同年八月ころ、本件マンシ
ヨンの建築工事は完成したが、原告は被告に対に、改めて同年一〇月二四日付けで
本件条例に基づき、本件マンシヨンの各階平面図（二〇〇分の一。以下「本件平面
図」という。）、立面図（一〇〇分の一）及び断面図（一〇〇分の一。以下、以上
の各図面を総称して「本件各図面」という。）の閲覧を請求した（以下「本件閲覧
請求」という。）ところ、被告は原告に対し、同年一一月七日付けで、左記理由に
より本件各図面の閲覧を拒否した（以下「本件拒否処分」という。）。
記（一）本件各図面を公開することは明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を
侵害することになると認められるので、本件条例五条一項二号に該当する。
（二）　本件平面図については、右（一）に加えて、入居者への引渡しが進んでい
る現時点においては、特定の入居者が生活する住居の間取りを示す特定個人に関す
る情報であつて、本件条例五条一項一号に該当する。
２　処分の違法性
しかし、本件拒否処分は、本件条例五条一項一、二号の解釈適用を誤つた違法なも
のである。
３　原告適格



原告は、神奈川県逗子市の住民であり、環境保護運動の連合体である全国自然保護
連合の理事として地域の環境問題に深い関心を持つているところ、原告は本件拒否
処分によつて具体的利益を侵害されてはいないが、本件条例に基づいて公文書は公
開されるべきであるという原告の期待が侵害されたものである。
４　よつて、原告は本件拒否処分の取消しを求める。
二　請求の原因に対する認否
１　請求の原因１項の事実は認める。
２　同２項は争う。
３　同３項の事実のうち、原告が神奈川県逗子市の住民であることは認めるが、そ
の余は不知。
三　被告の主張
１　本件平面図の本件条例五条一項一号該当について
（一）　本件条例二条は、公文書の公開においては、「個人の秘密、個人の私生活
その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最
大限の配慮をしなければならない」と定め、本件条例五条一項一号は右の趣旨に基
づき、個人のプライバシー保護の観点から、個人に関する情報の原則的非公開を定
めている。
（二）　したがつて、同号所定の「特定の個人が識別され、又は識別され得るも
の」に該当するか否かは、事柄の性質上、当該文書のみではなく、他の資料ないし
諸般の事情をも併せ考慮して判断されるべきである。
（三）　本件平面図は、本件マンシヨン内部の間取り等を具体的に明示しており、
昭和五八年八月ころ本件マンシヨンが完成し、入居者への引渡しが進行している以
上、個人に関する情報であつて、それ自体、特定の居室の入居者である個人を識別
するものである。それだけでなく、住民票、建物登記簿謄本、表札、郵便受け及び
案内板等のその他の資料ないし諸般の事情を総合すると、入居者の具体的氏名まで
識別され得るものである。
（四）　したがつて、本件平面図は、本件条例五条一項一号所定の「個人に関する
情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得る」情報に該当することは
明らかである。
２　本件各図面の本件条例五条一項二号該当について
（一）　法人その他の団体に関する情報及び事業を営む個人に関する情報について
も、個人のプライバシー保護と同様の問題があるため、公文書の公開により法人等
に不利益を与えることはできる限り防止すべきである。また、第三者から取得した
情報についてはその取扱いに慎重を期するため、被告は、第三者情報の取扱要領を
定め、当該第三者の意見を聴取したうえで、当該第三者情報を公開するか否かを決
定することとしている。
（二）　一般に、建築物の建築に関して作成される設計図書は、設計者が、専門的
知識、技能及び技術上のノウハウに基づき創作する知的生産物であり、依頼主に対
しても使用目的を限定して提供されるものであつて、著作権により保護されるべき
著作物である。本件各図面も株式会社太陽企画事務所（以下「太陽企画」とい
う。）が作成した本件マンシヨンの建築に関する設計図書であるから、右のような
性質を持つものである。
（三）　したがつて、本件各図面を公開することは、設計者の人格上及び財産上の
権利を侵害する。
（四）　被告は、本件閲覧請求のなされた後、太陽企画に対し、本件各図面の公開
について意見を聴取したところ、太陽企画は、建築計画概要書に示される程度の書
類の公開は支障がないが、他の図面の公開は営業上支障がある旨の見解を示した。
（五）　原告は、本件閲覧請求に先立ち、
本件条例に基づいてした昭和五八年四月一日付けの公文書公開請求手続により、本
件マンシヨンの建築確認申請書、付近見取図、配置図、日影図及び審議カード（一
部を除く）の各写しを入手している。本件マンシヨンの環境への影響については、
右各図書の閲覧等によつて十分知ることができるのであつて、本件各図面まで公開
すべき必要性はない（そもそも、原告は、本件マンシヨンとは遠く離れた場所に居
住しており、本件マンシヨンの影響を受けるべき状況にない。）。
（六）　以上の点を総合すれば、本件各図面は、本件条例五条一項二号の「公開す
ることにより、当該法人又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められる」情
報に該当する。
四　被告の主張に対する原告の認否



すべて争う。
五　原告の反論
１　本件条例五条一項一号への不該当
（一）　本件条例五条一項一号は、単に個人に関する情報であるだけでなく、当該
文書から特定個人が識別され得る場合に限り、右文書を公開しないことができると
したもので、他の事情から偶然入居者名が知れても同条項とは関係がない。
（二）　本件平面図からは、入居者名は判明しないから、入居者である特定個人が
識別され得るものではない。
（三）　本件平面図についての閲覧拒否の理由には、「特定個人に関する情報であ
るため」と記載されているだけで、「特定個人が識別できる」ことは挙げられてい
ないから、理由の記載自体要件を満たしていない。
２　本件条例五条一項二号への不該当
（一）　本件条例は、憲法上の権利である「知る権利」を具体化したものであり、
例外として非公開とすることができるのは知る権利の内在的制約として是認できる
場合に限られる。知る権利が制約される根拠の一つとして個人又は法人の営利的活
動を害することが挙げられ、本件条例五条一項二号もまた主にこの見地から公文書
を非公開とすることができる場合について定めたものである。
ところで、知る権利をも包含する表現の自由などの精神的活動に関する人権は、財
産権や経済的活動に関する人権より原則的に優越的地位を認められるべきであると
されている。また、本件条例の制定過程でも、企業情報の非公開が従未多くの環境
破壊・生命・健康の侵害を生みだし、救済を困難にしていたから、企業情報を非公
開にできる範囲は厳しく限定すべきである旨の意見が強く主張されていた。
（二）　以上によれば、
本件条例五条一項二号は、理論的にも沿革的にも、厳格に解釈されるべきである。
すなわち、同条同項同号において
（１）　「明らかに」不利益を与えるとは、一見明白なものに限る趣旨である。し
たがつて、その前提として不利益の内容が異論のない確定したものでなければなら
ない。
（２）　「不利益」の程度については、経済活動の自由を認めること自体と矛盾す
るようなとき、すなわち「その法人等の正当な活動を困難にするような不利益」に
限定されると解すべきである。なぜなら、情報公開によつて法人等の経済活動に支
障をきたすとしても、そのすべてが「不利益」に当たるとすると知る権利は有名無
実化し、その優越性は否定されるからである。
（三）　本件拒否処分の理由についてみると、「設計者の人格上及び財産上の権
利」の内容が不明確であるうえ、右権利が公開によつて当然に侵害される理由につ
いて説明がないから、本件各図面の公開によつて「一見明白に不利益」を受けると
いうことは到底できない。
また、本件各図面の公開によつて「法人等の正当な活動を因難にするような不利
益」を与えるとは考えられない。本件各図面を公開する程度の請求を認めないのは
企業情報の保護を配慮しすぎるものである。
３　本件条例五条一項二号ただし書への該当
本件各図面は、本件マンシヨン建築によつて生ずる周辺住民のプライバシー・防
犯、眺望、日照、風害、電波障害及び緑地減少等に影響を与えるから、周辺住民の
生活環境を保護するために公開されることが必要な情報に当たる。したがつて、同
条同項同号ただし書アに準ずるべきものであり、かつ、公益上の必要性も高い。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　請求の原因１項の事実及び原告が神奈川県逗子市の住民であることは、当事者
間に争いがない。
二　まず、原告が行訴法九条にいう「処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上
の利益を有する者」に当たるか否かについて判断する。
１　行訴法九条は、処分又は裁決の取消訴訟の原告適格の要件として、「取消を求
めるにつき法律上の利益を有する者」と規定しているが、右の「法律上の利益を有
する者」とは、当該処分又は裁決により自己の権利若しくは法律上保護された利益
を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによつてこれを回復
すべき法律上の利益を持つ者をいうと解すべきである。
２　そこで、
原告が本件拒否処分により法律上保護された利益を侵害されたか否かについて検討



する。
本件条例（乙第一号証参照。以下同じ）によれば、同条例は、「地方自治の本旨に
即した県政を推進する上において公文書の公開が重要であることにかんがみ、公文
書の閲覧等を求める権利を明らかにするとともに公文書の閲覧等に関して必要な事
項を定めることにより、公正で開かれた県政の実現を図り、もつて県政に対する県
民の理解を深め、県民と県との信頼関係を一層増進することを目的とする。」（一
条）ものであり、「県内に住所を有する者、県内に勤務する者、県内に在学する
者、県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体その他県の行政に利害関係
を有するもの」（四条）は、知事、議会等の実施機関（三条二項。以下「実施機
関」という。）に対し、「実施機関の職員が分掌する事務に関して職務上作成し、
又は取得した文書及び図画（これらを撮影したマイクロフイルムを含む。）であつ
て、当該実施機関において管理しているもの」（三条一項。以下「公文書」とい
う。）の閲覧及び公文書の写しの交付（以下「公文書の閲覧等」という。）を請求
することができる（四条）とされている。
そして、成立に争いのない乙第五号証によれば、本件条例及び同条例に基づいてそ
の施行に関する必要な事項を定めた本件条例施行規則（乙第三号証参照。以下同
じ）の解釈及び運用について、「神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例の解
釈及び運用の基準」（以下「本件基準」という。）が定められ、本件基準におい
て、本件条例四条所定の公文書の閲覧等を請求することができる者（以下「請求
者」という。）のうち、「県内に住所を有する者」とは、県内に生活の本拠を有す
る個人をいい、「県内に勤務する者」とは、県内の事務所又は事業所に勤務してい
る個人をいい、「県内に在学する者」とは、県内の学校、各種学校その他の施設に
おいて教育を受けている個人をいい、「県内に事務所又は事業所を有する法人その
他の団体」とは、県内に本店、支店その他の事務所又は事業所を有する法人及び法
人格を有しない自治会等の団体をいい（以下、以上のものを「県民等」とい
う。）、「その他県の行政に利害関係を有するもの」（以下「利害関係者」とい
う。）とは、県の行政により自己の権利、利益等に直接影響を受け、
又は直接影響を受けることが確実に予測される個人又は法人その他の団体をいうと
し、この場合には神奈川県民であるか否かを問わないものとされていることが認め
られる（同基準第四条関係１（３）アないしオ参照）。
また、公文書の閲覧等の請求手続については、当該請求者は、当該閲覧等の請求に
係る公文書を管理している実施機関に対し、所定の事項を記載した請求書を提出し
なければならない（本件条例六条）ところ、本件条例施行規則二条（１）、（２）
は、右の請求書の記載事項として、公文書の閲覧等を請求することができる者の区
分及び当該請求者が利害関係者である場合には、当該公文書との利害関係を明らか
にさせるために、「当該利害関係の内容及び閲覧等の請求の理由」の記載を定めて
いる。
３　以上判示の本件条例、本件条例施行規則の各規定及び本件基準の趣旨に照らす
と、公文書の閲覧等を請求し得る者とは、一方は、当該公文書が自己の具体的な権
利、利益等と直接関わりがないが、本件条例四条所定の県民等の地位を有する者で
あり、他方は、当該公文書との利害関係が問題とされる利害関係者であることにな
る。
すなわち、本件条例の下においては、公文書が自己の具体的な権利、利益等と直接
関わりを持つ利害関係者はもとより、公文書が自己の具体的な権利、利益等と直接
にも間接にも関わりを持たない、単なる県民等であつても、公文書の閲覧等を請求
し得ることとされているのである。
しかして、右の者のうち、後者は、本来、公文書が自己の具体的な権利、利益等と
直接にも間接にも関わりを持たない者であるから、実施機関に当該請求に係る公文
書の閲覧等を拒否されたとしても、右拒否によつて自己の具体的な権利、利益等に
何ら影響を受けるものではないことは明らかである。
したがつて、かかる者は右公文書の閲覧等の拒否処分の取消しを求める法律上の利
益を有しないものといわなければならない。なお、付言するに、本件条例一一条
は、公文書の閲覧等の請求に対する決定につき行政不服審査法による不服申立てを
許しているが、同法に基づく不服申立制度の目的（同法一条）に照らすと、右不服
申立てが許されているからといつて、直ちに行訴法による行政訴訟が許されると解
すべき根拠はないものというべきである。
４　しかして、本件においては、原告は神奈川県内に住所を有することは当事者間
に争いがないところ、



本件拒否処分により原告が自己の具体的利益を侵害されたものではないことは、原
告の自認するところであるから、本件閲覧請求は、原告が単に神奈川県内に住所を
有する者であるという地位のみに基づいてなされたものであることは明らかであ
る。
してみると、原告は、本件拒否処分によつて、自己の具体的な権利、利益等に影響
を受けたものとはいうことができないし、また、原告は、本件拒否処分によつて本
件各図面の公開に対する期待を侵害された旨主張するが、原告が環境問題に対する
個人的な関心から自己の具体的利益とは関わりのない公文書の閲覧を請求している
ことはその自認するところであるから、原告の右期待は法律上保護された利益に当
たらず、原告自身の事実上の期待にすぎないというべきである。
したがつて、原告は、本件拒否処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しな
いものといわなければならない。
三　よつて、原告の本訴請求は、本案について判断するまでもなく、不適法な訴え
としてこれを却下することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法八九
条を各適用し、主文のとおり判決する。


